
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国税務システム-房産税（不動産税） 

 

1. 納税義務者 

 

房産税の納税義務者は中国の都市、県城（県人民政府所在地）、建制鎮（町）及び工鉱区（工鉱

業区）において建物所有権を有する単位及び個人であり、具体的に所有権者、経営管理単位

（単位とは会社組織を指す）、担保権者、建物の管理者又は使用者を含みます。 

 

所有権 納税義務者 

国に所有される場合 経営管理単位 

集団及び個人に所有される場合 単位及び個人 

担保される場合 担保権者 

所有権者、担保権者が建物所在地にいない場合 

建物の管理者又は使用者 
所有権が不明確である、又は担保に関するトラブル

が未解決である場合 

住宅地内に所有権者が共有する投資用建物 

納税単位及び個人は、無料で不動産管理機関、免

税単位及び納税単位の建物を使用する場合 
使用者 

 

2. 課税範囲、税率及び計算式 

 

房産税は、農村集団が所有する住宅を除き、都市、県、建制町及び工鉱区における建物に課税

されます。不動産開発業者が建てた商業住宅は売却前に房産税が課せられませんが、売却前

に不動産開発業者が既に使用又は賃貸した商業住宅には房産税が課せられます 

 

房産税は、不動産の標準残価又は賃料収入によって課税される 2 つの方法があります。税率は

1.2％（年税率）及び 12％（個人賃貸の場合は 4％）です。 

 

課税方法 根拠 計算式 

標準残価による 

建物の原始取得価格から当該価格の

10％～30％を控除した金額（自己使

用建物の運営に適している） 

年間納税額=建物の原始取得価格*

（1-10％～30％）*1.2% 

賃料収入による 
金銭的給付及び現物給付を含む（賃

貸している建物にに適している）  
年間納税額=賃料収入*12%（又は 4%） 
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備考：不動産の原始取得価格の計算 

 

不動産の種類 計算 

地上建物 建物の購入価格を不動産の原始取得価格とする 

独立地下建物 

工業用建物 
建物の購入価格の 50%-60%を不動産の原始取得価格

とする 

事業用又はその他の

建物 

建物の購入価格の 50%-60%を不動産の原始取得価格

とする 

 

3. 納税義務が発生した時間 

 

場合により、房産税の納税義務が発生した時間は異なります。 

 

各場合 納税義務が発生した時間 

所有する建物を生産・経営に使用する 生産・経営日の当月から房産税を納付する 

自分が建てた建物を生産・経営に使用する 建築完了日の翌月から房産税を納付する 

建設業者を委託して建設した建物 検収完了日の翌月から房産税を納付する 

新築の商業住宅を購入する 住宅が引き渡された日の翌月から房産税を納付する 

ストック住宅を購入する 

住宅所有権の譲渡・変更手続きが完了し、不動産登記

機関が所有権証明書を発行した日の翌月から房産税

を納付する 

建物の賃貸、貸与 
不動産が引き渡された日の翌月から房産税を納付す

る 

不動産開発業者は商業住宅を自己使用、

賃貸又は貸与する 
住宅の使用又は引渡しの翌月から房産税を納付する 

 

4. 優遇税制 

 

（1） 国の機関、人民団体、軍隊が使用する建物は、房産税が免除されます。 

（2） 国の財務部門によって事業費が割り当てられた単位（全額又は不足分）について、その事

業範囲内で使用される全ての建物は、房産税が免除されます。 

（3） 宗教寺院、公園、史跡の自己使用の建物は、房産税が免除されます。 

（4） 個人が所有する非事業用建物は房産税が免除されます（事業用不動産又は賃貸している

不動産は房産税が免除されない）。 

（5） 非営利医療機関、疾病管理機関、母子保健センター、その他の医療機関は自己使用の建

物が房産税が免除されます。 

（6） 公営賃貸住宅の運営による賃貸収入は、房産税が免除されます。 

  



中国税務システム-車船税 

 

Copyright © 2002-2021 啓源会計士事務所株式会社   V20.1    www.kaizencpa.com  3 

 

 

（7） 2019 年 1 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日まで、国レベル及び省レベルのテクノロジービジ

ネスインキュベーション、大学テクノロジー及び国家備案衆創空間の自己使用の不動産、

及び無料又は賃貸等によってテクノロジービジネスインキュベーションに提供した建物は、

房産税が免除されます。 

（8） 2019 年 1 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日まで、大学生寮の房産税は免除されます。 

（9） 2019 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日まで、居住者に暖房費を請求する暖房会社が暖

房に使用される工場及び土地は、房産税が免除されます。房産税は、規則に従って、暖房

会社の他の工場及び土地は房産税が課されます。 

 

参考資料： 

[中国税務サービス] 

https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/49.html 

 

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。  

メール：info@kaizencpa.com,  

固定電話： +852 2341 1444  

携帯電話： +852 5616 4140、+86 152 1943 4614 

ライン・WhatsApp・Wechat： +852 5616 4140 

公式ウェブサイト：www.kaizencpa.com 

Skype: kaizencpa 
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